
 

 
 

１. 調査の目的 
 

 本調査は、市民の男女共同参画社会に関する意識と実態、ならびに市内事業所の従業者に対する両立支援、

女性の活躍推進、働きやすい職場環境づくりに関する意識と取り組みについて知ることにより、「長岡京市男女

共同参画計画」の進捗状況を把握する基礎資料の１つとするとともに、次期計画策定のための基礎資料を得る

ことを目的として実施しました。 
 

２. 調査の設計 
 

 市民意識調査 事業所意識調査 

（１）調査対象 市内在住の 18歳以上の市民 市内事業所 

（２）標本数 2,000人（女性 1,000人、男性 1,000人） 200事業所 

（３）抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

（基準日：令和 6年 8月 1日） 

令和 3年「経済センサス_活動調査」 

から無作為抽出 

（4）調査方法 郵送配布・郵送及びWEB回収 ※9月 25日に調査協力のお礼とお願いを送付 

（5）調査期間 令和 6年 9月 5日から 9月 30日まで 

 

３. 回収状況 
 

市民意識調査 

 標本数 回収数 無効数 有効回収数 

件数 2,000 
814 

（397） 
0 

全体 女性 男性 自由記述 無回答 

814 

（397） 

463 

（197） 

348 

（197） 

1 

（1） 

2 

（2） 

割合 100.0 
40.7 

（19.9） 
0.0 

40.7 

（19.9） 

23.2 

（9.9） 

17.4 

（9.9） 

0.1 

（0.1） 

0.1 

（0.1） 

事業所意識調査 

 標本数 回収数 無効数 有効回収数 

件数 200 90（50） 0 90（50） 

割合 100.0 45.0（25.0） 0.0 45.0（25.0） 

 

４. 報告書を見る際の注意事項 
 

〇回答は各質問の回答者数（n）を基数とした百分率（％）で示しています。 

〇回答結果の割合「％」は、有効サンプル数に対してそれぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四捨五入

したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が「１００.

０％」にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、グラフ、表においても反映しています。 

〇複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数

に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が「１００.０％」を超える場合があります。 

〇図表上の「ＭＡ％」という表記は複数回答（Multiple Answer の略）の、また、「ＬＡ％」という表記は制限つ

き複数回答（Limited Answer の略）を示しています。  

※（）内の数値は、WEB回答 
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(１)性別 

 回答者の性別は 、 「 女性 」 が

56.9％、「男性」が42.8％で、「女性」

が「男性」より 14.1%高くなっていま

す。 

 

 

 

(２)年齢 

 回答者の年齢は、「50～59 歳」が

26.4％と最も高く、次いで「40～49

歳」が 20.9％、「60～69 歳」が

19.7％となっています。 

 

 

 

(３)家族構成 

 回答者の家族構成は、「自分と配偶

者・パートナーと子ども（二世代）」が

女性33.7%、男性35.9%で最も高

く、次いで「自分と配偶者・パートナ

ー」が女性 27.4%、男性 26.4%と

なっています。 

 

 

 

 (４)回答者の職業 

 回答者の職業は、「正社員・正職

員・役員等勤務」（女性：36.1% 男

性：68.7%）男女ともに最も高くなっ

ています。就労している人は女性で

71.7%、男性で 85.1%となっていま

す。 

 

  

回答者の属性(市民) 

56.9 42.8

0.1

0.2全体(n=814)

(%)
0 20 40 60 80 100

男性 （） 無回答女性

 

11.9

12.3

11.5

15.5

15.1

16.1

20.9

19.9

22.1

26.4

27.2

25.6

19.7

20.5

18.4

5.3

4.8

6.0

0.4

0.2

0.3

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

 
5.4

4.5

6.6

50.1

36.1

68.7

21.9

31.1

9.8

21.9

27.4

14.7

0.7

0.9

0.3

自営・自由業 正社員・正職員・役員等勤務 パート等勤務 無職・学生 無回答

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

(%)
0 20 40 60 80 100

 
10.9

8.4

14.4

26.9

27.4

26.4

8.8

9.1

8.6

34.6

33.7

35.9

4.5

6.7

1.7

1.7

1.3

2.0

12.3

13.4

10.9

0.1

0.0

0.0

自分一人 自分と配偶者・パートナー

自分と親（二世代） 自分と配偶者・パートナーと子ども（二世代）

自分と子ども（二世代） 自分と配偶者・パートナーと子どもと親（三世代）

その他 無回答

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

(%)
0 20 40 60 80 100
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(１)事業所の業種 

事業所の業種は、「製造業」が

24.4％と最も高く、次いで「医療・福

祉」が 14.4％、「卸売・小売業」が

13.3％、「サービス業」が12.2％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)従業者数 

事業所の従業者数は、「10～29

人」が 43.3％と最も高く、次いで「9

人以下」が 14.4％、「30～49 人」

「50～99 人」「100～299 人」がい

ずれも 12.2％となっています。 

 
 

 (３)従業者と管理職の数 

回答事業所に勤めている役員の

数は女性 47人・男性 104人で女性

の割合は 31.1％、管理職の数は、女

性 296 人・男性 1,142 人で女性の

割合は20.6％、正規社員・職員の数

は女性1,902人・男性4,354人で、

女性の割合は30.4％、非正規社員・

職員の数は女性 1,933 人・男性

1,049 人で女性の割合は 64.8％と

なっています。 

 

 

 

回答者の属性(事業所) 

8.9

24.4

0.0

0.0

6.7

13.3

5.6

2.2

6.7

12.2

4.4

14.4

0.0

0.0

1.1

0 10 20 30

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道事業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食・宿泊業

サービス業

教育・学習支授業

医療・福祉

農林漁業

その他

無回答

(%)
(n=90) 

14.4 43.3 12.2 12.2 12.2 4.4 1.1

9人以下 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上 無回答

全体(n=90)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

   女性 男性

Ａ．役員の数 47人 104人

Ｂ．管理職の数 296人 1,142人

Ｃ．正規社員・職員の数 1,902人 4,354人

Ｄ．非正規社員・職員の数 1,933人 1,049人

A+B+C+D 4,178人 6，649人
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(１)社会における男女の平等感（市民問 33） 

社会における男女の平等感をたずねたところ、『男性優遇』※は男女ともに「④社会通念・慣習・しきたりでは」

「⑥政治・行政の場では」「⑧社会全般として」が上位３項目となっており、女性で７割、男性で６割を超えていま

す。また、「①家庭生活では」「⑤法律や制度の上では」の『男性優遇』は、女性で男性より20ポイント以上高くな

っています。 

※『男性優遇』とは、「男性が優遇されている」「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)固定的な性別役割分担意識（市民問 14） 

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」という考え方についてどう思うかたずねたところ、「反対」が

31.9％と最も高く、次いで「どちらかといえば反対」が 28.6％、「わからない」が 20.0％となっています。 

性別にみると、『反対』※は女性で 64.5％、男性で 55.4％となっています。一方、『賛成』※は女性で 14.6％、

男性で 22.4％となっています。 

※『反対』とは、「反対」「どちらかといえば反対」の合計 

※『賛成』とは、「賛成」「どちらかといえば賛成」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果 

１. 男女共同参画に関する意識について 

女性では 7割、男性では 6割が、社会全般として男性優遇と感じている一方、性別による役割分担意

識を反対とする意識は高まっています。「男女平等の考え方」「職場や地域などでの女性の活躍」は、5 年

間で『前進』したと男女ともに約 6割が感じています。 

12.1

16.2

8.9

26.8

17.5

38.9

5.6

19.7

43.0

42.1

31.3

49.5

43.0

38.7

24.6

55.9

30.0

27.6

37.4

13.2

27.6

13.0

58.5

13.2

5.8

4.5

9.9

1.5

2.6

0.6

1.9

1.9

1.5

0.9

0.6

0.6

0.2

0.2

0.2

0.2

7.6

8.6

11.9

8.4

9.1

8.6

9.1

9.1

(%)0 20 40 60 80 100

女性(n=463)

4.9

10.1

4.9

14.4

6.6

20.1

3.4

6.9

29.3

33.6

21.6

52.0

33.0

42.2

19.5

54.3

48.9

38.8

55.2

22.4

44.3

27.3

65.8

22.4

7.8

10.3

9.5

4.0

6.6

2.6

3.2

8.0

4.6

2.9

2.9

2.6

4.3

2.9

3.2

3.4

4.6

4.3

6.0

4.6

5.2

4.9

4.9

4.9

①家庭生活では

②職場では

③地域（自治会やＰＴＡ、
子ども会など）では

④社会通念・慣習・
しきたりでは

⑤法律や制度の上では

⑥政治・行政の場では

⑦学校教育の場では

⑧社会全般として

(%)0 20 40 60 80 100

男性(n=348)

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている 平等になっている

どちらかといえば女性が優遇されている 女性が優遇されている 無回答

 

1.8

0.6

3.4

16.2

14.0

19.0

28.6

31.7

24.7

31.9

32.8

30.7

20.0

18.8

21.8

1.4

1.9

0.3

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

(%)
0 20 40 60 80 100
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(３)意識の変化（市民問３７） 

男女共同参画の 5 年間の変化をたずねたところ、『前進』※は、男性でいずれの項目も過半数を占めています。

一方、女性で「③仕事と生活のバランスの実現」「④セクシュアル・ハラスメントやＤＶ、児童虐待などあらゆる暴

力への対応」の『前進』は男性より 10 ポイント以上低くなっています。また、「5 年前と変わらない」は女性の「③

仕事と生活のバランスの実現」で最も高くなっています。 

※『前進』とは、「前進した」「どちらかといえば前進した」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)家庭教育の中で必要だと思うこと 

（市民問 17） 

 「協力しあって家事・子育てなどを

する」（女性：85.5% 男性：79.3%）

が男女ともに高く、次いで「『男はこう、

女はこう』というような性別によって

役割を決めつける言い方はしない」

（女性：66.7% 男性：56.3%）とな

っている。いずれも女性が男性より５

ポイント以上高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

２. 家庭・地域・教育の場における男女平等意識について 

男女平等教育は、家庭では家事・子育てなどを協力し合って行うこと、学校などでは性別に偏ることな

く個人の能力、個性、希望を大事にすることを重視しています。 

82.8

62.2

17.6

12.5

2.0

5.3

1.6

85.5

66.7

20.1

12.5

1.1

5.6

1.7

79.3

56.3

14.4

12.6

3.2

4.9

1.1

0 20 40 60 80 100

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

協力しあって家事・子育てなどをする

「男はこう、女はこう」というような
性別によって役割を決めつける言い方はしない

学校で実践されている
男女平等教育に関心を持つ

学校や行政が実施する男女平等に
関する学習機会に参加する

男女平等になっているので、
家庭の中の男女平等を進める必要はない

その他

無回答

(MA%) 

 

7.8

5.4

4.1

2.8

52.3

52.3

37.6

36.5

25.5

27.6

39.5

35.6

0.2

0.4

3.7

1.3

0.6

0.0

0.4

1.3

10.6

11.0

11.4

18.8

3.0

3.2

3.2

3.7

(%)0 20 40 60 80 100

女性(n=463)

前進した どちらかといえば前進した ５年前と変わらない どちらかといえば後退した 後退した わからない 無回答

14.4

10.6

9.8

7.2

48.3

53.7

42.8

44.8

19.5

19.5

27.9

25.0

2.9

0.6

1.7

2.0

1.1

0.9

2.3

0.9

11.8

12.9

12.9

17.8

2.0

1.7

2.6

2.3

①男女平等の考え方

②職場や地域などでの女性の活躍

③仕事と生活のバランスの実現

④セクシュアル・ハラスメントやＤＶ、
児童虐待などあらゆる暴力への対応

(%)0 20 40 60 80 100

男性(n=348)
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(２)学校、保育所、幼稚園などで重要 

だと思う取り組み（市民問 18） 

 「性別によって偏ることなく、個人の

能力、個性、希望を大事にした進路

指導をする」（女性：71.9% 男性：

65.2%）が男女ともに最も高く、次

いで「幼少の頃から自分の心とから

だは大切なものという自尊感情を育

み、いじめや暴力から自分を守る力

を育てる」（女性：58.5% 男性：

41.7%）となっている。いずれも女性

が男性より５ポイント以上高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度（市民問 15） 

「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度の希望は、女性で「仕事と家庭生活と地域・個人の生活」が

25.7％、男性で「仕事と家庭生活」が 26.7％と最も高くなっています。 

「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度の現実は、女性で「仕事と家庭生活」が 25.3％、男性で「仕

事」が 32.8％と最も高くなっています。また、「仕事」は男性で 32.8％と女性より 13.1 ポイント、「家庭生活」は

女性で 22.0％と男性より 14.0ポイント高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.0

51.4

43.9

37.8

30.8

18.7

18.2

11.9

11.2

1.1

3.7

3.4

1.0

71.9

58.5

50.1

39.3

34.6

18.4

21.4

12.5

13.6

0.2

2.8

3.2

1.3

65.2

41.7

35.6

35.9

26.1

19.0

14.1

11.2

8.0

2.3

4.9

3.7

0.3

0 20 40 60 80

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

性別によって偏ることなく、個人の能力、
個性、希望を大事にした進路指導をする

幼少の頃から自分の心とからだは
大切なものという自尊感情を育み、

いじめや暴力から自分を守る力を育てる

男女が平等に家庭の責任を果たすことの
大切さを教える

男女平等の意識を育てる授業をする

性の多様性への理解を進める

テレビやインターネットなどの
情報を読み解いて使いこなす力

をつける教育を進める

教職員・保育士への、男女平等教育
に関する研修を充実する

保護者会などを通じて保護者に
男女共同参画の啓発をする

校長や園長などに女性
を増やしていく

男女平等の意識が備わっているので
必要ない

その他

わからない

無回答

(MA%) 

３. 働き方と暮らしの調和について 

女性は「仕事と家庭生活と地域・個人の生活」を優先したいと希望していますが、現実は乖離していま

す。男性が家庭生活や地域活動に積極的に参加するためには、上司や周囲の理解・労働時間の短縮や休

暇制度の普及が求められており、事業所も仕事と家庭の両立支援は必要と認識しています。 

19.7

32.8

22.0

8.0

1.9

1.7

25.3

31.3

4.5

4.3

7.6

4.3

8.4

6.0

8.6

11.5

1.9

0.0

女性(n=463)

男性(n=348)

16.2

14.0

19.0

28.6

31.7

24.7

31.9

32.8

30.7

20.0

18.8

21.8

1.4

1.9

0.3

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

(%)
0 20 40 60 80 100

1.9

1.7

17.9

16.7

4.5

6.9

22.2

26.7

4.8

5.5

16.6

14.9

25.7

18.4

4.5

9.2

1.7

0.0

女性(n=463)

男性(n=348)

（希望） 

（現実） 

仕事 家庭生活 地域・個人の生活

仕事と家庭生活 仕事と地域・個人の生活 家庭生活と地域・個人の生活

仕事と家庭生活と地域・個人の生活 わからない 無回答
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(２)男性が家庭生活や地域活動に参加 

するために必要なこと（市民問 1６） 

女性では「職場における上司や周囲

の理解を進めること」が 56.4%と最も

高く、次いで「労働時間短縮や休暇制度

を普及し、仕事以外の時間をより多く持

てるようにすること」が 55.5%となって

います。男性では「労働時間短縮や休暇

制度を普及し、仕事以外の時間をより多

く持てるようにすること」が 55.7%と最

も高く、次いで「職場における上司や周

囲の理解を進めること」が 41.4%となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)誰もがいきいきと働ける職場をつくるためのニーズ（市民問 13） 

 「育児休業や介護休業が取得しやすい職場環境をつくる」（女性：68.5% 男性：55.7%）が男女ともに最も

高くなっています。次いで、女性では「結婚や出産、介護にかかわらず、働き続けられる職場の雰囲気をつくる」

が 59.8%、男性では「有給休暇が取得しやすい職場の雰囲気をつくる」が 54.3%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55.7

50.0

39.2

36.1

35.0

30.3

27.4

24.6

22.6

6.6

2.1

4.3

0.9

55.5

56.4

42.3

38.7

36.9

33.5

30.2

28.7

26.1

5.4

1.3

3.7

1.3

55.7

41.4

35.1

33.0

32.8

26.1

23.9

19.0

18.1

8.3

3.2

5.2

0.0

0 20 40 60

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

労働時間短縮や休暇制度を普及し、仕事以外
の時間をより多く持てるようにすること

職場における上司や周囲の理解を進めること

男性が参加しやすい方法や場づくりをすること

社会の中で、男性が家事などに参加する
ことに対する評価を高めること

仕事中心の生き方や考え方を見直す
ための機会をつくること

事業主や企業に対して、仕事と生活の
両立の重要性について啓発を行うこと

男性が子育て、介護、地域活動などを
行うための仲間づくりを進めること

講習会や研修などを行い、男性の家事、
子育て、介護の知識を高めること

男性のための情報提供を行うこと

その他

特にない

わからない

無回答

(MA%) 
 

63.0

56.1

54.7

54.2

52.7

44.7

43.0

36.2

68.5

59.8

55.1

55.5

54.4

46.2

45.1

37.4

55.7

51.4

54.3

52.3

50.6

42.8

39.9

34.8

0 20 40 60 80

育児休業や介護休業が
取得しやすい

職場環境をつくる

結婚や出産、介護に
かかわらず、働き続け

られる職場の雰囲気をつくる

有給休暇が取得しやすい
職場の雰囲気をつくる

テレワークや在宅勤務、
短時間勤務制度など、

柔軟な働き方を取り入れる

育児休業や介護休業
の制度を整備・充実する

職場における
ハラスメントをなくす

賃金や昇進などにおける
男女の格差をなくす

企業内保育施設の設置など、
子育て支援を充実する

33.5

24.4

21.6

14.7

5.8

2.7

2.2

1.8

36.7

23.8

22.9

15.6

4.1

1.7

1.9

2.4

29.3

25.3

19.5

13.8

8.0

4.0

2.6

0.9

0 20 40 60 80

女性や若者、障がい者、
高齢者などの雇用機会

を拡大する

研修や能力開発の
機会を充実する

管理職に女性を
積極的に登用する

男女共同参画に関する
意識向上のための
研修を実施する

その他

特にない

わからない

無回答

(MA%)

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)
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(４)事業所でのワーク・ライフ・バランスの取り組み（事業所問 10） 

ワーク・ライフ・バランスのための取り組みの実施状況をたずねたところ、「実施している」は「⑭半日又は時間

単位の有給休暇の付与制度」が 61.1％と最も高く、次いで「⑮有給休暇の計画的取得、時季指定の取得」が

55.6％、「⑬残業の事前承認による残業時間の削減」が 46.7％となっています。 

「実施する予定はない」は「⑥事業所内託児所の設置」が 75.6％と最も高く、次いで「③育児・介護サービス

利用料の援助」が 51.1%、「⑪テレワークや在宅勤務の導入」が 50.0％となっています。  

 

33.3

25.6

8.9

30.0

28.9

5.6

26.7

26.7

30.0

42.2

26.7

30.0

46.7

61.1

55.6

37.8

15.6

11.1

10.0

15.6

18.9

5.6

22.2

28.9

21.1

23.3

10.0

17.8

16.7

16.7

20.0

33.3

33.3

37.8

51.1

30.0

26.7

75.6

22.2

21.1

26.7

16.7

50.0

28.9

17.8

10.0

8.9

13.3

14.4

21.1

24.4

21.1

21.1

7.8

25.6

20.0

18.9

14.4

8.9

12.2

15.6

10.0

12.2

11.1

3.3

4.4

5.6

3.3

4.4

5.6

3.3

3.3

3.3

3.3

4.4

11.1

3.3

2.2

3.3

4.4

実施している 今後の実施を検討している 実施する予定はない よくわからない 無回答

①法定以上の期間の休業を付与する育児・
介護休業制度

②育児・介護休業中に給与の一部や
手当を給付する制度

③育児・介護サービス利用料の援助

④家族のための休暇（法定以上の看護・介護
休暇や学校行事の休暇など）の付与制度

⑤配偶者出産休暇制度

⑥事業所内託児所の設置

⑦休業中の情報提供など、職場復帰を
しやすいよう配慮した制度

⑧妊娠・出産・子育て・介護を理由に退職した
従業者を対象とした再雇用制度

⑨男性が育児休業・介護休業取得をしやすい
環境にするための取り組みや工夫

⑩短時間勤務やフレックスタイム、始業・終業
時間の繰上げ・繰下げ制度

⑪テレワークや在宅勤務の導入

⑫計画的な残業禁止日（ノー残業デーなど）
の設定

⑬残業の事前承認による残業時間の削減

⑭半日又は時間単位の有給休暇の付与制度

⑮有給休暇の計画的取得、時季指定の取得

⑯複数担当制などの他の人が仕事を代替
できる体制

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=90)
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(１)事業所での女性活躍の考え方（事業所問５、問５-１） 

女性の活躍を『期待している』※が 93.3％と高く、その理由は、「男女にかかわらず能力発揮を期待するのは

当然であるため」が 82.1％と最も高く、次いで「多様な視点を持つことで多方面からのニーズに応えられるため」

が 42.9％、「女性従業者の活躍が、生産性の向上や競争力アップにつながるため」が 39.3％となっています。 

※『期待している』とは、「大いに期待している」「期待している」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(２)事業所での女性活躍推進の取り組み（事業所問６） 

「実施している」は「⑦従業者から仕事や職場・就業環境について意見要望を取り上げるなどの改善」が

57.8％と最も高く、次いで「④女性の積極的な採用、採用時の面接・選考担当者に男女社員を配置」が

48.9％、となっています。 

「⑨管理職を対象にした女性従業者活用のための指導や研修の実施」は、「実施している」が 18.9％と 2 割

未満にとどまり、「実施する予定はない」が 33.3％と 10項目の中で最も高くなっています。 

  

４. 生活や職場における女性の活躍推進について 

事業所における女性の活躍に対する期待は高いものの、家庭生活への配慮や育児・介護休業中などの

代替要員の確保が課題となっています。また、女性の管理職登用においては、女性従業者が少ない又は

いないことが課題となっています。 

 

64.4 28.9

2.2 0.0 2.2

2.2

大いに期待している 期待している あまり期待していない

期待していない わからない 無回答

全体(n=90)

(%)
0 20 40 60 80 100

82.1

42.9

39.3

29.8

19.0

13.1

4.8

2.4

3.6

0 20 40 60 80 100

男女にかかわらず能力発揮を
期待するのは当然であるため

多様な視点を持つことで多方面からの
ニーズに応えられるため

女性従業者の活躍が、生産性の向上や
競争力アップにつながるため

働きやすい事業所として認められ、
優秀な人材を確保するため

職場風土が改善され、組織が
活性化するため

事業所のイメージアップに
つながるため

社会的な動向であり、法律で
規定されているため

その他

無回答

(MA%)
(n=84)

45.6

35.6

32.2

48.9

47.8

41.1

57.8

43.3

18.9

35.6

18.9

22.2

23.3

20.0

22.2

28.9

27.8

31.1

28.9

25.6

20.0

23.3

26.7

18.9

15.6

16.7

3.3

11.1

33.3

21.1

13.3

16.7

15.6

10.0

12.2

11.1

8.9

12.2

16.7

15.6

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

実施している 今後の実施を検討している 実施する予定はない よくわからない 無回答

①非正規雇用者を正規雇用者への転換、
管理職に登用する制度

②男女差のない客観的基準で人事考査を行うため、
基準の明確化や評価者の研修の実施

③女性従業者の人材育成を目的とした研修の実施、
外部研修への参加促進、会議・打合せへの参加

④女性の積極的な採用、採用時の面接・
選考担当者に男女社員を配置

⑤自己申告制など、従業者の勤務時間や
担当業務などの意欲や希望を反映する制度

⑥資格取得などの自己啓発や、健康増進活動、
社会貢献のための休暇付与（時間単位も含む）、
経済的支援

⑦従業者から仕事や職場・就業環境について
意見要望を取り上げるなどの改善

⑧従業者のメンタルヘルスに関するサポート

⑨管理職を対象にした女性従業者活用のための
指導や研修の実施

⑩仕事の不安や悩みの相談にのり、業務の
アドバイスを行うなど先輩社員（メンター）
がサポートする制度

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=90)
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(３)事業所における女性活躍推進 

への課題（事業所問７） 

「家庭生活へ配慮する必要がある」

が 52.2％と最も高く、次いで「育児

休業や介護休業中など代替要員の

確保」が 45.6％、「結婚・妊娠・出産

などを機に退職してしまう」が 31.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)事業所における女性管理職登 

用への課題（事業所問８） 

「特に課題はない」が 35.6％と最

も高いものの、「女性従業者が少な

い又はいない」が 28.9％、「女性自

身が管理職になることを希望しない」

が 24.4％と 2割を占めています。 

  

52.2

45.6

31.1

16.7

12.2

10.0

4.4

4.4

3.3

1.1

3.3

11.1

3.3

0 20 40 60

家庭生活へ配慮する必要がある

育児休業や介護休業中など
代替要員の確保

結婚・妊娠・出産などを機に
退職してしまう

所定時間外労働（残業）、
深夜労働をさせにくい

女性自身の昇進や仕事に
対する意識が低い

男性従業者の認識、理解が
不十分である

経営層の意識、理解が
不十分である

前例がなく、進め方がわからない

更衣室など職場環境・設備などの
整備コストがかかる

顧客や取引先の理解が
得られにくい

その他

特に課題はない

無回答

(MA%)
(n=90)

 

28.9

24.4

13.3

12.2

0.0

0.0

3.3

35.6

3.3

0 10 20 30 40

女性従業者が少ない又はいない

女性自身が管理職になること
を希望しない

必要な経験・判断力を有する
女性がいない

女性従業者の勤続年数が短く、管理職
になる前に退職してしまう

男性従業者が女性管理職
を希望しない

顧客が女性管理職を良く思わない

その他

特に課題はない

無回答

(MA%)
(n=90)
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(１)配偶者等からの暴力（市民問 28） 

暴力にあたる行為を受けた経験が『あった』※では、「②精神的な暴力」（女：30.2% 男性：18.4%）が男女と

もに最も高く、次いで「①身体的な暴力」（女性：14.1％ 男性：8.3％）となっています。 

暴力にあたる行為を行った経験が『あった』では、「②精神的な暴力」（女性：18.1％ 男性：19.5％）が男女と

もに最も高く、次いで「①身体的な暴力」（女性：10.2％ 男性：8.0％）となっています。 

※『あった』とは、「何度もあった」「1～2度あった」の合計 

 

 

 

  

5. 人権の尊重とあらゆる暴力防止について 

暴力やハラスメントを女性と男性の人権侵害とする意識は男女ともに高くなっています。また困難な

問題を抱える女性を見たり聞いたりしたことがあるのは女性の方が多くなっています。女性が困難な状

況から回復するために必要なことは、「安心できる場所」や「困難な状況に気づいてくれる人の存在」とな

っています。LGBT（性的少数者）の言葉の認知度は高く、性的少数者の人権を守るためには学校教育の

充実や制度面の配慮が求められています。 

3.5

1.7

10.6

6.6

80.8

86.8

5.2

4.9

女性

男性

上段：女性(n=463)

下段：男性(n=348)

①身体的な暴力

②精神的な暴力

③性的な暴力

④経済的な暴力

⑤社会的な暴力

3.5

0.0

8.4

2.0

83.4

92.8

4.8

5.2

女性

男性

4.1
0.6

5.2

1.1

85.5

93.1

5.2

5.2

女性

男性

4.5

1.7

5.6

4.3

84.2

89.1

5.6

4.9

女性

男性

(%)
0 20 40 60 80 100

何度もあった １～２度あった まったくない 無回答

12.5

6.6

17.7

11.8

65.2

76.4

4.5

5.2

女性

男性

【暴力にあたる行為を受けた経験】 

上段：女性(n=463)

下段：男性(n=348)

①身体的な暴力

②精神的な暴力

③性的な暴力

④経済的な暴力

⑤社会的な暴力

何度もあった １～２度あった まったくない 無回答

0.9

1.1

9.3

6.9

82.1

86.5

7.8

5.5

女性

男性

4.1

4.6

14.0

14.9

73.7

74.4

8.2

6.0

女性

男性

0.0

0.0

0.9

1.7

91.6

92.5

7.6

5.7

女性

男性

0.0

0.3

0.9

0.9

91.6

93.1

7.6

5.7

女性

男性

0.4

0.3

1.7

2.3

90.3

91.7

7.6

5.7

女性

男性

(%)
0 20 40 60 80 100
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(２)困難な問題を抱えている女性を 

見たり聞いたりしたこと 

（市民問 29） 

 女性で「周りで見たことがある（知

っている）」が 19.9%と男性より

10.4ポイント高くなっています。 

 

 

(３)困難な問題の内容（市民問 29-１） 

困難な問題を抱えている女性を周りで見たことがあると回答した人にその問題の内容をたずねたところ、

「家庭不和（家族が抱える問題も含む）」（女性：52.2% 男性：48.5%）が男女ともに最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)女性が困難な状況から回復するために必要なこと（市民問 31） 

「安心できる居場所」（女性：54.4% 男性：54.9%）が男女ともに最も高く、次いで「困難な状況に気づい

てくれる人の存在」（女性：52.3% 男性：49.1%）となっています。 

  

15.4

19.9

9.5

79.7

75.4

85.6

4.9

4.8

4.9

周りで見たことがある（知っている） 見たことがない 無回答

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

54.7

50.9

30.2

26.4

25.1

24.2

54.4

52.3

30.0

26.8

26.8

23.5

54.9

49.1

30.5

25.9

23.0

25.0

0 20 40 60

安心できる居場所

困難な状況に
気づいてくれる人の存在

経済的な自立

実際に支援制度や相談窓口に
助けを求めること

支援制度や相談窓口、専門機関など
自分の助けになるような情報を得ること

弁護士や医師、カウンセラーなど専門的な
知識を持っている人からのサポート

19.9

6.0

1.0

1.5

10.1

19.4

8.0

0.6

0.6

10.8

20.7

3.4

1.4

2.6

8.9

0 20 40 60

経済的な自立に必要な支援や
自立のためのスキルや資格

一時的な経済支援

その他

必要なことはない

無回答

(3LA%)

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

 

51.2

44.8

42.4

34.4

23.2

17.6

11.2

52.2

47.8

43.5

29.3

23.9

19.6

12.0

48.5

36.4

39.4

48.5

21.2

12.1

9.1

0 20 40 60

家庭不和
（家族が抱える問題も含む）

配偶者や元配偶者、
交際相手からの暴力・暴言

離婚問題
（養育費問題も含む）

学校や職場での人間関係の
トラブルやハラスメント被害

経済的困窮（非正規雇用・
多重債務など）

親や兄弟、子からの
暴力・虐待

セクシュアル・ハラスメント
や性暴力被害

10.4

6.4

0.8

4.0

4.8

0.0

8.7

6.5

1.1

5.4

4.3

0.0

15.2

6.1

0.0

0.0

6.1

0.0

0 20 40 60

ストーカー被害

家出、住居喪失

リベンジポルノや
ＡＶ出演被害

その他

そのような経験
はない

無回答

(MA%)

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)
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(５)女性と男性の人権が侵害されていると思うこと（市民問 22） 

①女性の人権ついて、女性では「ドメスティック・バイオレンス（夫婦・パートナー間の暴力）やデートＤＶ（恋人

からの暴力）」（81.4％）、男性では「セクシュアル・ハラスメント、マタニティ（パタニティ）・ハラスメント」（76.7％）

が最も高くなっています。 

②男性の人権について、女性では「セクシュアル・ハラスメント、マタニティ（パタニティ）・ハラスメント」

（49.9％）が最も高くなっています。男性では「男女の役割分担を固定化する考え方」（53.4％）が最も高くなっ

ており、女性より１１．１ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)事業所でのハラスメント防止の

ための取り組み（事業所問 16） 

「就業規則にハラスメントを禁止す

る条項を記載している」が 54.4％と

最も高く、次いで「事業所内にハラス

メントの相談・苦情窓口を設置してい

る」が 45.6％、「ハラスメントを防止

するための研修や啓発を実施してい

る」が 36.7％となっています。 

 

 

 

 

 

81.4

81.2

65.2

67.2

56.8

65.4

64.4

46.2

1.5

1.7

5.4

71.8

76.7

46.6

60.9

44.8

54.9

55.5

38.8

1.7

4.6

5.2

020406080100
(MA%)

47.3

49.9

37.4

41.3

25.3

26.3

42.3

17.1

1.3

4.5

20.7

46.3

47.7

26.7

40.2

20.7

30.2

53.4

22.1

2.0

8.9

10.3

0 20 40 60 80 100
(MA%)

女性(n=463) 男性(n=348)

ドメスティック・バイオレンス
（夫婦・パートナー間の暴力）や
デートＤＶ（恋人からの暴力）

セクシュアル・ハラスメント、
マタニティ（パタニティ）・ハラスメント

雑誌、インターネットなどで女性（男性）
の性が人格と切り離されて商品化されて

いること（児童ポルノ含む）

ストーカー行為

売買春（援助交際含む）

職場における待遇の男女格差

男女の役割分担を固定化する考え方

社会進出のための支援制度の不備

その他

特にない

無回答

①女性の人権 ②男性の人権 

54.4

45.6

36.7

24.4

12.2

8.9

23.3

1.1

3.3

0 20 40 60

就業規則にハラスメントを禁止する
条項を記載している

事業所内にハラスメントの相談・
苦情窓口を設置している

ハラスメントを防止するための
研修や啓発を実施している

社内報や掲示板などを活用して、
従業者の意識を高めている

実態把握のための調査を実施している

防止策が必要となっているが、
特に何もしていない

問題がないので、防止策
はしていない

その他

無回答

(MA%)
(n=90) 
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(７)性的少数者の人権を守るため 

に必要なこと（市民問 26） 

 女性では「性の多様性について学

校教育を充実する」が 55.7%と最も

高く、次いで「同性パートナーシップ

など制度面の配慮を行う」が 54.4%

となっています。男性では「同性パー

トナーシップなど制度面の配慮を行

う」が 44.0%と最も高く、次いで「性

的少数者の生きづらさや困りごとを

社会的な課題として啓発する」が

39.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 事業所での L GBTへの配慮・差別防止のための取り組み（事業所問 17） 

 「実施している」は「②事業所内に相談・苦情窓口を設置している」が 28.9％と最も高く、次いで「⑤性別にか

かわりなく利用できる多目的トイレの設置など設備面で対応している」が 18.9%となっています。 

 

 

 

 

 

  

49.9

47.5

41.3

35.7

32.4

27.9

19.7

3.6

5.0

11.1

2.3

54.4

55.7

43.0

37.8

36.3

26.1

22.2

3.0

3.5

9.1

2.2

44.0

37.1

39.1

33.3

27.6

30.2

16.4

4.0

7.2

13.8

2.3

0 20 40 60

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)

同性パートナーシップなど
制度面の配慮を行う

性の多様性について
学校教育を充実する

性的少数者の生きづらさや困りごとを
社会的な課題として啓発する

性的少数者のための
相談窓口を設置する

性別にかかわらず利用できる
多目的トイレなどの設置を推進する

性的少数者に対する差別や人権侵害を
禁止する条例などを制定する

公文書などにおける
性別表記に配慮する

その他

特にない

わからない

無回答

(MA%) 

17.8

28.9

6.7

10.0

18.9

16.7

15.6

15.6

14.4

14.4

8.9

10.0

25.6

23.3

25.6

40.0

38.9

34.4

36.7

27.8

46.7

31.1

27.8

33.3

4.4

4.4

6.7

4.4

5.6

5.6

実施している 今後の実施を検討している 実施する予定はない よくわからない 無回答

①就業規則などに性的少数者への差別禁止
を明文化している

②事業所内に相談・苦情窓口を設置している

③同性パートナーを配偶者として扱う

④性の多様性へ理解を進めるため、研修や
啓発イベントを実施している

⑤性別にかかわりなく利用できる多目的トイレ
の設置など設備面で対応している

⑥更衣室や制服などについて、個別に
対応している

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=90)
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(１)心とからだの健康を保つために必要な取り組み（市民問 20） 

 女性では「悩みや不安を相談できる体制を充実する」が 48.8％と最も高く、次いで「食生活や健康づくりに関

する情報を提供する」が 47.9%となっています。男性では「リフレッシュできるような場を提供する」が 48.3%

と最も高く、次いで「悩みや不安を相談できる体制を充実する」が 44.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. 安心して暮らせる環境づくりについて 

 悩みや不安を相談できる体制を充実することや防災・災害復興対策で性別に配慮した対策を希望する

ニーズが高い傾向にあります。 

46.9

45.0

44.1

32.7

30.7

27.4

22.5

2.9

4.8

4.8

1.7

48.8

42.8

47.9

34.6

32.2

28.5

21.8

3.0

2.8

4.1

1.9

44.5

48.3

39.1

30.2

29.0

25.9

23.6

2.9

7.5

5.7

1.1

0 20 40 60

悩みや不安を相談できる
体制を充実する

リフレッシュできるような
場を提供する

食生活や健康づくりに関する
情報を提供する

安心して出産できるよう
周産期医療体制を充実する

性別特有の病気などに配慮した
外来の情報を提供する

生涯を通じて心身ともに健康で
過ごすための学習機会をつくる

暴力の被害者に対する
支援体制を充実する

その他

特にない

わからない

無回答

(MA%)

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)
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(２)性別に配慮した防災対策の取り組みの必要度（市民問 2１） 

『必要だと思う』※は、男女ともに「⑤乳幼児、高齢者、障がい者、病人、女性（女性用品）に対する備えやニー

ズの把握、支給する際に配慮する」が９割を超え最も高くなっています。また、女性で「⑥男女のニーズの違いに

応じた相談や情報提供を行う」も９割を超えています。「②自治会や地域の自主防災組織の女性リーダーを増

やす」は、「とても必要だと思う」が男女ともに２割未満と他に比べ低く、『必要だと思う』が男性で 56.9％と女性

より 6.8ポイント低くなっています。 

※『必要だと思う』とは、「とても必要だと思う」「どちらかといえば必要だと思う」の合計  

 

52.7

55.5

36.1

27.9

2.4

4.6

0.6

2.9

4.1

6.9

4.1

2.3

女性

男性

上段：女性(n=463)

下段：男性(n=348)

①防災計画の策定の場に男女が
ともに参加する

②自治会や地域の自主防災組織
の女性リーダーを増やす

③避難所の運営マニュアルに
男女双方の視点を反映させる

④避難所運営の責任者に男女が
ともに加わる

⑤乳幼児、高齢者、障がい者、病人、
女性（女性用品）に対する備えや
ニーズの把握、支給する際に配慮する

⑥男女のニーズの違いに応じた相談や
情報提供を行う

⑦男女の違いに配慮した救援医療や
健康支援を行う

⑧発災後に増加が懸念される性暴力や
ＤＶへの対策を強化する

18.6

17.8

45.1

39.1

15.3

18.1

1.3

7.5

14.9

15.2

4.8

2.3

女性

男性

61.8

59.2

26.8

27.0

3.0

4.0

0.2

1.7

4.3

5.7

3.9

2.3

女性

男性

52.9

48.9

32.8

34.5

4.3

5.5

1.3

2.6

4.5

6.3

4.1

2.3

女性

男性

76.5

64.1

16.8

27.0

1.1

1.7

0.2

1.1

2.2

3.7

3.2

2.3

女性

男性

53.8

49.4

36.5

34.8

3.0

5.7

0.6

2.3

2.6

5.5

3.5

2.3

女性

男性

57.7

51.7

32.0

35.6

3.2

2.6
0.2

2.3

3.0

5.2

3.9

2.6

女性

男性

65.2

57.5

23.3

24.4

1.3

5.7

0.2

2.0

6.3

8.3

3.7

2.0

女性

男性

(%)
0 20 40 60 80 100

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う どちらかといえば必要ないと思う

全く必要ないと思う わからない 無回答
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(１)法律や言葉、長岡京市の取り組みの認知状況（市民問 34） 

『知っている』※は「⑦ジェンダー」（女性：71.0％ 男性 66.0％）が男女ともに最も高く、次いで「①男女共同

参画社会」（女性：62.2％ 男性 55.8％）、「⑤ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」（女性：50.3％ 

男性 52.6％）となっています。 

※『知っている』とは、「よく知っている」「少しは中身を知っている」「言葉は聞いたことがある」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)企業認定・認証制度の認知・取得状況（事業所問９-１、問９-２、問９-３） 

改正女性活躍推進法による対象事業所拡大の認知状況は、「知らない」が 54.4％、「知っている」が 41.1％

となっています。（問９-１） 

「①次世代育成支援対策推進法における一般事業主行動計画」の策定状況をたずねたところ、「策定済み」が

16.7％、「今後の策定を検討している」が 15.6％となっています。 

「②女性活躍推進法における一般事業主行動計画」の策定状況をたずねたところ、「策定済み」「今後の策定

を検討している」がともに 15.6％となっています。（問９-２） 

企業認定・認証制度の認知・取得状況をたずねたところ、「取得済み」は「①くるみんマーク」が 10.0％、「②え

るぼし認定」が 6.7％、「③「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証」が 3.3％となっています。また、「知らない」

は「②えるぼし認定」「③「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証」が 6割を占めています。（問９-３） 

  

7. 男女共同参画に関する法律、言葉について 

 「ジェンダー」「男女共同参画社会」「ワーク・ライフ・バランス」の認知度は男女ともに高くなっています。

一方で、事業所における女性活躍推進法改正の認知度は４割、一般事業主行動計画策定は１割となってい

ます。 

3.7

0.6

1.9

1.5

12.5

1.3

16.4

0.6

4.8

0.4

2.2

19.0

4.8

6.7

5.4

17.7

3.5

32.6

5.2

13.4

5.6

9.1

39.5

28.7

20.3

8.0

20.1

8.0

22.0

12.5

30.2

17.1

22.2

32.0

59.8

64.6

79.3

43.4

81.4

22.7

75.4

46.0

71.1

60.9

5.8

6.0

6.5

5.8

6.3

5.8

6.3

6.3

5.6

5.8

5.6

(%)0 20 40 60 80 100

女性(n=463)

7.2

0.9

4.9

2.9

19.0

1.7

15.8

3.2

4.6

1.7

1.7

18.7

5.7

9.8

7.2

18.4

3.7

30.7

3.7

10.6

5.2

3.7

29.9

23.0

21.0

9.8

15.2

7.5

19.5

12.9

26.1

14.4

18.1

40.2

66.4

60.1

76.1

43.1

82.8

29.9

75.3

53.7

74.7

71.8

4.0

4.0

4.3

4.0

4.3

4.3

4.0

4.9

4.9

4.0

4.6

①男女共同参画社会

②長岡京市男女共同参画
推進条例

③女性活躍推進法

④「えるぼし」「くるみん」「『京都
モデル』ワーク・ライフ・バランス
認証」などの認定制度

⑤ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

⑥リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
（性と生殖に関する健康と権利）

⑦ジェンダー

⑧積極的格差是正措置
（ポジティブ・アクション）

⑨男女共同参画センター（女性の
相談室・男性の電話相談）

⑩困難な問題を抱える女性への支援に
関する法律（女性支援新法）

⑪長岡京市パートナーシップ
宣誓制度

(%)
0 20 40 60 80 100

男性(n=348)

よく知っている 少しは中身を知っている 言葉は聞いたことがある 知らない 無回答
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(１)市民が必要だと思うこと（市民問 38） 

 「保育施設・保育サービスや高齢者の施

設や介護サービスを充実する」（女性：

59.0%、男性 44.3%）が男女ともに最も

高く、次いで「ＤＶや児童虐待を根絶するた

めの取り組みを進める」（女性：42.3% 男

性 33.6%）となっています。 

  

41.1 54.4 4.4

知っている 知らない 無回答

全体(n=90)

(%)
0 20 40 60 80 100

16.7

15.6

15.6

15.6

17.8

18.9

41.1

41.1

8.9

8.9

策定済み 今後の策定を検討している 策定する予定はない よくわからない 無回答

①次世代育成支援対策推進法における
一般事業主行動計画

②女性活躍推進法における
一般事業主行動計画

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=90)

10.0

6.7

3.3

32.2

25.6

20.0

52.2

62.2

67.8

5.6

5.6

8.9

取得済み 知っている 知らない 無回答

①くるみんマーク

②えるぼし認定

③「京都モデル」
ワーク・ライフ・バランス認証

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=90)

【改正女性活躍推進法による対象事業所拡大の認知状況】 

【一般事業主行動計画】 

【企業認定・認証制度】 

 

8. 男女共同参画の実現に向けた長岡京市に求める取り組みについて 

 女性のニーズが特に高いのは「保育施設・サービスや高齢者の施設・介護サービスの充実」「ＤＶや児童虐

待への取り組み」となっています。事業所においては、「事業所への経済的支援」と「子育て支援」となって

います。 

52.6

38.6

36.2

32.8

30.6

21.3

2.7

3.1

10.9

2.2

59.0

42.3

38.9

35.9

28.1

21.0

2.2

2.2

9.5

2.8

44.3

33.6

33.0

29.0

33.6

21.8

3.4

4.3

12.9

1.1

0 20 40 60 80

保育施設・保育サービスや高齢者の
施設や介護サービスを充実する

ＤＶや児童虐待を根絶する
ための取り組みを進める

女性や男性の生き方や悩みに
関する相談の場を提供する

男女の平等と相互の理解や協力
について広報・ＰＲする

政策の立案や方針決定の場
への市民参画の促進

男女の平等と相互の理解や協力
について学習機会を充実する

その他

特にない

わからない

無回答

(MA%)

全体(n=814)

女性(n=463)

男性(n=348)  
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(2)事業所が必要だと思うこと 

（事業所問 19） 

「積極的に取り組む事業所に対する

奨励金・助成金などの支給」が45.6％

と最も高く、次いで「保育施設や放課

後児童クラブなど子育て環境の充実」

が 44.4％、「子育て家庭に対する経

済的支援や相談体制」が 31.1％、「高

齢者や障がい者のための施設やサー

ビスの充実」が 30.0％となっています。 

 

 

 

 

 

１. 男女共同参画に関する意識について 

男女平等・男女共同参画意識には、性別や年齢による意識差も大きいことから、固定的性別役割分担意識の

解消への取り組みをはじめ、性別や年齢に応じた、より効果的な啓発活動を継続的に進めていく必要がありま

す。 
 

２. 家庭・地域・教育の場における男女平等意識について 

子どもにとっての男女共同参画の推進には、家庭や地域、学校など様々な場において、固定的性別役割分担

意識の解消への取り組みや、男女平等・男女共同参画意識の醸成に向けた、更なる啓発が必要です。 
 

３. 働き方と暮らしの調和について 

男女がともに育児休業や介護休業を取得しやすい環境整備や、労働時間短縮に向けた事業所への働きか 

け等、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた様々な施策が必要です。 
 

４. 生活や職場における女性の活躍推進について 

あらゆる意思決定の場への女性の参画拡大に向け、関係機関や団体への働きかけとともに、積極的格差是

正措置の強化や女性の登用、女性リーダーの育成が求められています。 

 

５. 人権の尊重とあらゆる暴力防止について 

ドメスティック・バイオレンスと児童虐待には密接な関係があることから、市の施策として、「DV や児童虐待

の根絶」への対応強化が求められています。DV 等による被害者が安心して相談でき、適切に支援ができる体

制づくりを関係機関と連携して構築することが重要です。また、女性が抱える困難の実態や市の相談機関等に

関する啓発に取り組むことが必要であり、性の多様性を認め合う共生社会の実現に向けた更なる理解促進と差

別や不利益のない社会への環境整備として積極的な発信が求められています。 
 

６. 安心して暮らせる環境づくりについて 

防災施策へ男女共同参画の視点を反映させるため、女性の参画をより一層促進する必要があります。  

45.6

44.4

31.1

30.0

18.9

14.4

12.2

11.1

8.9

7.8

4.4

4.4

0 10 20 30 40 50

積極的に取り組む事業所に対する
奨励金・助成金などの支給

保育施設や放課後児童クラブ
など子育て環境の充実

子育て家庭に対する経済的支援や
相談体制

高齢者や障がい者のための施設や
サービスの充実

市ホームページやパンフレットなどによる
制度や事例の情報提供や広報啓発

事業所へのセミナーや
研修会などの開催

仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進
などに取り組む優良事業所の表彰やＰＲ

事業所の取り組みに助言を行う
アドバイザーや専門家の派遣

出産や育児による退職後の再就職のため、職業能力
の開発や向上のための講座やセミナーの開催

事業所が行う研修会への講師派遣や紹介

その他

無回答

(MA%)
(n=90)

 

調査結果からみえる課題 
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